
令和６年８月１日 

川　　西　　市

 

 

１　熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

熱中症警戒アラートは危険な暑さが予想される場合に熱中症への警戒を呼びかけることを

目的に国が発表する情報です。また、これより一段強い呼びかけとして、令和６年４月２４日か

ら熱中症特別警戒アラートの運用が開始されています。 

 

熱中症警戒アラート　　　　兵庫県内のいずれかの暑さ指数情報提供地点で暑さ指数（WBGT）

が 33(予測値）に達する場合に発表されます。 

 

熱中症特別警戒アラート　兵庫県内の全ての暑さ指数情報提供地点で暑さ指数（WBGT)が

35(予測値）に達する場合に発表されます。 

※　兵庫県の暑さ指数情報提供地点は 19 箇所 

 

<参考＞ 

 

　　　　　　　　　　　令和 6 年 3 月 5 日環境省自治体向け説明会「改正気候変動適応法の施行について」資料より 

 

 

 

 

 

 

 

今夏の熱中症警戒アラート発表時等の緊急的な対応について



令和６年８月１日 

川　　西　　市

２　熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート発表時の対応について　　　　　　　　　　　　　　　 

　今夏の猛暑への緊急的な対応として、次の通りとします。熱中症警戒アラート時も従前より一

段踏み込んだ対応となりますが、こどもや高齢者などの熱中症弱者の命を守る観点からご理解

いただきますようお願いします。 

　なお、次年度に向けては、夏場の屋外等における運動のあり方、こどもの対応等について、改

めて研究し、専門家やスポーツ団体等と検討してまいります。 

 

（１）　市主催行事・イベントの対応について 

※屋外等：冷房設備のない屋内を含みます。 

※共催の行事・イベントについては、上記を基本として事前に方向性を協議します。 

◆「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針（環境省）」に沿った対応 

 

(2)　市主催以外の行事・イベント時の市の施設の対応について 

※屋外等：冷房設備のない屋内を含みます。 

◆「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針（環境省）」に沿った対応 

 

（３）　市立学校、市立幼稚園、市立保育所・こども園の対応について　（別紙の通り） 

　　　なお、市スポーツ協会などの団体が主催する市内大会及び広域大会は、教育委員会の市立 

学校における「熱中症警戒アラート発表時の屋外等での活動禁止事項」の運用を準用する。

 
発表されたアラートの内容

屋内/ 

屋外等※

実施/ 

中止
市の対応

 

熱中症警戒アラート

屋内 実施 こまめな休憩や水分・塩分補給を注意喚起◆

 
屋外等 実施

こまめな休憩や水分・塩分補給を注意喚起◆ 

ただし、中学生以下の運動は中止

 

熱中症特別警戒アラート
屋内 実施

全ての参加者が熱中症対策を徹底できてい

るか主催者等が確認◆ 

状況に応じて各部署が中止を判断

 屋外等 中止 市ホームページや SNS で周知

 
発表されたアラートの内容

屋内/ 

屋外等※

貸出可/

不可
主催者の対応

 

熱中症警戒アラート

屋内 可 こまめな休憩や水分・塩分補給を注意喚起◆

 

屋外等 可

こまめな休憩や水分・塩分補給を注意喚起◆ 

ただし、中学生以下の運動は中止を協力依

頼

 

熱中症特別警戒アラート
屋内 可

全ての参加者が熱中症対策を徹底できてい

るか主催者等が確認◆ 

状況に応じて主催者等が中止を判断

 屋外等 不可 主催者が関係者に連絡する


